
事 務 連 絡 
令和２年９月 30 日 

 
各都道府県教育委員会 

教科書関係事務担当者 殿 

 
                  

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

文部科学省初等中等教育局教科書課 

 
学校安全教室用リーフレット「たいせつないのちとあんぜん」及び 

令和３年度使用教科書給与用紙袋の必要数調査について（依頼） 

 

文部科学省では例年，新たに小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援

学校の小学部を含む。以下同じ。）第一学年に入学する児童の入学を祝うととも

に，総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課より学校安全教室用リ

ーフレット「たいせつないのちとあんぜん」（以下「リーフレット」という。）

の必要数調査を，初等中等教育局教科書課より教科書給与用紙袋（以下「紙袋」

という。）の必要数調査を行っていたところ，昨年から男女共同参画共生社会学

習・安全課と教科書課が共同で調査を行っております。 

ついては，令和３年度のリーフレット及び紙袋の必要数を把握するため，貴

教育委員会域内の小学校に対し，調査要領に基づき調査いただきますようよろ

しくお願いします。また，調査に当たっては，域内の市区町村教育委員会・教

育事務所等への御協力についてもよろしくお取り計らいください。 

【リーフレットについての問合せ先】 
文部科学省 総合教育政策局  
男女共同参画共生社会学習・安全課 
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係 
※今年度取りまとめ担当 
電話：03-5253-4111（内線 2695） 
E-Mail：anzen-chousa@mext.go.jp 
 
 【教科書給与用紙袋についての問合せ先】 

文部科学省 初等中等教育局             
教科書課 庶務係  
電話：03-5253-4111（内線 2409） 
                                            

（写）



（別紙１） 

調 査 要 領 

 

 

１．調査対象  貴教育委員会域内の国立・公立・私立・株立の小学校（義務教育

学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。） 

 

２．調査事項  （１）学校名 

（２）郵便番号 

（３）住所 

（４）電話番号 

（５）ＦＡＸ番号（設置してある場合のみ） 

（６）入学者数（リーフレット・紙袋必要数） 

 

以下、公立学校のみ（リーフレット配送先として） 

（７）教育委員会単位の入学者数 

（８）教育委員会名（担当課も記入ください。） 

        （９）郵便番号 

        （10）住所 

        （11）電話番号 

 

３．調査方法   別紙２参照 

 

４．提出方法   様式１及び様式２に，域内の小学校データを取りまとめ，電子

メールにより提出してください。 

提出に当たっては，電子メールの件名及びファイル名を次のと

おりとしてください。 

メール件名：○○県 R3 リーフレット及び紙袋必要数調査回答 

ファイル名：○○県 R3 リーフレット及び紙袋必要数調査回答 

 

５．提出期限   令和２年１０月３０日（金） 

 

６．提出先    安全教育推進室メールアドレス：anzen-chousa@mext.go.jp 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

【調査方法】 

調査方法は下記例を参照してください。ただし，あくまで参考例ですので，必ず

しもこの方法による必要はありません。 

作成に当たっては，様式１と様式２に齟齬のないよう御注意ください。 

 

（例１）各小学校が入学者データを所有している場合 

 

①↓  ↑⑨ 

②↓  ↑⑦ 

③↓  ↑⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①都道府県教育委員会へ＜様式１＞＜様式２＞を送信 

 

②域内市区町村教育委員会へ＜様式１＞を送信 

 

③域内小学校（市区町村立）へ＜様式１＞を送信 

 

④各小学校 

・自校データを＜様式１＞に作成 

 

⑤小学校ごとに＜様式１＞を提出 

 

⑥市区町村教育委員会 

・域内小学校データ（市区町村立）を＜様式１＞に取りま

とめ 

 

⑦市区町村教育委員会ごとに＜様式１＞を提出 

 

⑧都道府県教育委員会 

・域内小学校データ（国立・県立・私立・株立）及び市区

町村教育委員会から提出された小学校データを＜様式

１＞に取りまとめ 

・取りまとめた＜様式１＞により＜様式２＞を作成 

 

⑨都道府県教育委員会ごとに＜様式１＞及び＜様式２＞

を提出 

 

文部科学省 

全国小学校データの集計

 
文部科学省 

⑧ 

都道府県教育委員会 

⑥ 

域内市区町村教育委員会 

④ 

域内小学校 



（例２）市区町村教育委員会が入学者データを所有している場合

 

①↓  ↑⑥ 

②↓  ↑④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

①都道府県教育委員会へ＜様式１＞＜様式２＞を送信 

 

②域内市区町村教育委員会へ＜様式１＞を送信 

 

③市区町村教育委員会 

・域内小学校データ（市区町村立）を＜様式１＞に作成 

 

④市区町村教育委員会ごとに＜様式１＞を提出 

 

⑤都道府県教育委員会 

・域内小学校データ（国立・県立・私立・株立）及び市区

町村教育委員会から提出された小学校データを＜様式

１＞に取りまとめ 

・取りまとめた＜様式１＞により＜様式２＞を作成 

 

⑥都道府県教育委員会ごとに＜様式１＞及び＜様式２＞

を提出 

 

文部科学省 

全国小学校データの集計 

 

 

 
文部科学省 

⑤ 

都道府県教育委員会 

③ 

域内市区町村教育委員会 


